


医の倫理綱領   

医学および医痺は、病める人の治療はもとより、人びとの健康の維持   

もしくは増進を図るもので、‡乗師は責任の求大性を認識し、   

人類愛を基にすべての人に奉仕するものである。  

L医凝は集注学習の精神を保ち、つねに医学町知識と技術の習得に   

努めるとともに、その進歩・発展に尽くす。  

2．医帥はこの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、  

人格を高めるように心掛ける。 

3．医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接すると   

ともに、l矢療内容についてよく説明し、信頼を得るように努める。  

4．医師は互いに韓敬し、医療関係育と協力して医療に尽くす。  

5．医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に   

メ式くすとともに、法規範の遵守および法秩序の形成に努める。  

6．医師は医業にあたって営利を目的としない。  
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「医師の職業倫理指針」改訂にあたって  

L上付矢紬会ほlサ封イヤに．＝モ妬け）倫理ト㌢£め医師の蘭業儒男頼ノぎ〔－j上に努めてきた  

が、その後明社‡－ご状i記の変化に応じて札直しが急務であるとク）認識から、2し）f．）り年に  

新た7f】医の倫理糾領」を作成し、これほ同年1」】の第H把回完㈲購読冒会で採択  

された′ 引き右ヒき2∩（）′招二に具体的制裾こついての「医師の職業偉理指針」が作らわ、  

甘利耳紆会H全日に配布された   

こし・〉－）倫j里㍑紆ほ、仔J津山u瑚祈であるアメリカ狩毎会（ノ）倫理こブートなどをを照し、  

わかや！の医帥が守るべきル山号をホしたもジjであるが、㍗眉用という限られ上潮潤代  

作成′されたこともあノ）て、いくつかの不摘もあり、またその後ゾ状残き環境の変化主  

よってもたらされた問題もあって、今般その改訂版を糾すことにLた′   

前回の倫射■巌汁を含め、その倫理烏、：11患首のぎこ卜一√′照∴刷油1用1亙け噂牒、す苦行  

〔†〕（〕王1tイiし：（：‖t＞（J、十公証豆正…SJの3原則を基ヰ圭しているが、輌H・の争闘において  

はこれらル引鳥川川臣′）対、’／二もみられ判断の粧しい堤含も未ぺ一 また、倫理についてヴ）  

針粁乳榔烏有酢二エーつてノ規制さわていら，。しかし、法律は倫増せ牒※しているとは  

いえ、そ〝）丈；Yけ小針釈てほ必ずしも 一致しておらず、さらに新たに堪ニ′ノた一打別に  

対応てきないことも多い′ 法絆のイ瀾にノパパてその改‡喜一を求ガ）ることは裾縛の貨務  

であ／らが、現わ妄」、に違反すれは灘ぶほ免れないということもあって、医帥昭雄Hl三びノ  

甘法の考えを勲功iしておくこと己ノ必穿てある そもそも倫才勘こはこ鉦ような問題が  

内在してムり、」け利こよノ」てiま 附二さ．命じらjtか′、こともあり、また、現行法にも  

！牒墳があろことも．．をノづて、／仁品理路蘭ではこ♂）ような■狛榔二／′Jいてほ問葦カ、を指摘  

し解説を加法土∴ ま1、診痺に従牒している戦や医師には紅鋸射射二）薄い医学研  

究や′呈．埴医痺についての霞′トE畑／／）指針、解説を加えたノ   

倫理は社丹■自ル皿1レといえるが、慕本的には何人軌、内省的、非止別的なものて  

もり、 狛t】1】り、か鉦辻をj一、トニーてルー・｝レを認識しそれを遵′・トナろことか載＝∴大切てあろ  

ことほ∴′1まてもな′∴ ニの倫理指針がそ一升お役に－－たて ば、㌢‡トきィである、ニ   

ノ沖j・ノ）改一号版はl！本医帥会汁のみならザ／打護紬、法律閏榛湾．それ以々トノ）方々か  

ら満城された妾fi壬こで作成され、÷らに都道牒甥燕潮け、牲骨軋針、iと‡・さなどにこ意  

見を来わ、イニノターネソトを演じて吏∴・校則．くからもご慈月バいただき修正を加  

えたも畔で、あるか、な烏問題を賎Lたとこノ）もある、1これについてほ、ニ汚弥担ここj  

∴）る社会状況の変化にi．じこしてさらなろ一三乞訂か必要であることを‖－う・上しておく 

改訂にあたりこ凝沃くださった方々に惑一新絢さこをプ三する  

却瞞年  

！Ⅰ本巨！鉦奈 会＝の倫理∵琉牒向上寿昌会   




